
 

 

 

 

 

 参議院選挙がはじまりましたが菅直人首相は消費税について「参院選が終わった中で本格的な議論をスタートさせたい」と述べ、7 月

の参院選後に超党派で議論に入りたいとの考えを表明しました。その上で、税率引き上げの時期について「よほど早くても 2 年、3 年、

あるいはもう少しかかるのではないか」との見通しを明らかにしました。自民党が提案した「消費税率 10％」については「一つの大きな参

考にしたい」とも述べ、民主・自民あわせて消費税率引き上げの大合唱をはじめています。最悪の大衆課税、

大企業への「輸出戻し税」は倍増 

 消費税は、低所得者ほど負担の重い最悪の大衆課税です。マスコミ等の試算でも今回の引き上げで年間

165,000 円もの負担増になるとされています。消費税課税業者はただでさえ「消費税が払えない」と四苦八苦

しているのに倍の税額になったら「仕事を続けられない」という状況も生まれます。 

 一方、トヨタなどの大企業は、上位 10 社で約 1 兆円受け取っている「輸出戻し税」を倍受け取る計算となり

ます。 

参議院選挙では消費税増税政党に審判を！ 

 国民の生活、中小業者の営業を守るために消費税率のアップは許されません。「社会保障財源のため」と

いうまやかしに惑わされることなく、消費税増税政党に「消費税率引き上げノー」の審判を下しましょう。 

 

建設部会第２回準備会開く 

 
 6 月 22 日(火)、建設部会確立を目指す第２回準備会を開き 12 名が参加しました。第１回で話し合ったことを確認して、商工新聞をも

とにして「リフォーム助成制度」について学習しました。 

 参加者からは「こういった制度が出来ると地元業者に仕事が回ってくる」という意見も出され、日本共産党の市会議員団とも連

絡を取り合って、春日井でも「リフォーム助成」制度を作る取り組みを始めようということになりました。 

 また、建設業者が共同で仕事起こしをすすめる瀬戸旭民商の「ねこの手」を参考に建設業者の「集まり」を作っていくことも確

認しました。春日井版「ねこの手」の立ち上げについては７月 13 日（火）に次回の相談会を開くことを確認しました。（詳細は次

回民商だよりで） 

 「予定納税」の通知が来たが、払わなくちゃいけないの？ 

 という問い合わせがあります。「予定納税」は 21 年度の申告所得税額が 15 万円を超えると７月と１１月に前年の税額の１／３ずつ

をあらかじめ納めるようにと通知が来るものです。納期限は今年は第１期分が 8 月 2 日(月)、第２期分が 11 月 30 日(火)です。期限を

過ぎると延滞税がつきます。昨年に比べて大きく所得が減少した場合などには「減額申請」の手続きがあります。申請の期限は第１期

が 7 月 15 日(木)、第２期が 11 月 15 日(月)です。 

 「この間やっと所得税と消費税を払い終わったのに、そのあと市県民税に国保税、予定納税が来て次は事業税、税金を払うために

商売をやっているみたい」と嘆きの声も聞こえてきますが、期日通りに納付が困難な場合は放置せずもよりの役員または事務所にご

相談ください。 

源泉所得税（１月～６月分）納付の作業 

 従業員等から預かっている「源泉所得税」の半期分の納期限は、７月

１０日です。基本的には預かっている所得税を合計して納付すれば、７

月の手続きは終わりです。よくわからない人は次の日程で「作業」をしま

す。ご参加ください。 

 6 月 29 日(火)、7 月 6 日(火)、8 日（木） 

     いずれも午後２時～ 事務所２階です 

  

皆さんの会費が会の活動を支えています 

会費の納入のお願い  

毎月、15 日までの会費納入にご協力下さい 

   会計 伊藤英雄 
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